
2025 年 10 月 

 

貸付金の一部繰上償還（返済）申込み手続きについて 

 

2025 年 10 月募集の貸付金一部繰上償還を希望される方は下記要項をご確認いただき、別紙申込書をご

提出ください。 
 

１）対象となる貸付 

種類コード 名  称 種類コード 名  称 

212・213 生活資金（Y・S） 214 高校等修学資金 

206 自動車等購入資金 215 大学等修学資金 

208 結婚資金 216 保険外医療資金 

211 無担保ホームローン 302 災害特別資金 

 

２）申 込 金 額 ･･･貸付金の種類ごとに 10 万円以上 1 万円単位 
 

３）償 還 回 数 ･･･一部繰上時点（2026 年 1 月末）の残回数以下であれば、任意の回数に変更可 

           例）月々の返済額を減らしたい →償還回数はそのまま 

             できるだけ早く完済したい →償還回数を減らして月返済額を増やす 
 

４）申 込 方 法 ･･･別紙「一部繰上償還（返済）申込書」を申込受付期間内に互助組合へ提出 

           ※FAX 可 

           ※貸付種類ごとに１枚の申込書が必要です。 
 

５）申込受付期間 ･･･10 月学校送付文書到着後から 11 月 28 日（金）まで 
 

６）償還金の納入 ･･･12 月 12 日付で納付書を所属所宛に送付 

納入期限  1 月 6 日（火） 
 

７）償還額変更 ･･･2026 年 2 月控除分より（2 月に個人別償還月額一覧を送付します） 
 

＊無担保ホームローンで一部繰上償還した結果、貸付当初からの償還回数が 120 回未満になりますとロ

ーン控除が受けられなくなりますのでご注意ください。 

＊一括返済は随時受付しています。希望される場合は月の初めまでに経理部貸付係に連絡してください。 

 利息を計算の上、振込用紙を送付します。（15 日頃までに振込があれば、翌月から控除を停止） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お申込み・お問い合わせ先＞ 

 互助組合 経理部 一部繰上償還係 

 TEL 075-771-7779／FAX 075-771-6180 



2025.10 

 

 

一部繰上償還（返済）申込書 

 

年   月   日 

一般社団法人 

京都府教職員互助組合 

理  事  長  様 

                         学 校 名                   

                        （学校コード               ） 

 

                         氏 名（自筆）               

 

下記のとおり現在借受け中の貸付金を一部繰上償還したく申し込みます。 

 

氏   名  

 
個人コード        

貸付種類コード    ※案内文書の１）を参照 

申込金額（10 万円以上、1 万円単位）    万円 

償還回数（該当に○をし、変更の場合は回数を記入） 変更しない ・ 変更する…（   ）回 

 

【注意事項】 

 ・一貸付につき一枚の申込書が必要です。 

 ・別紙の案内文書「貸付金の一部繰上償還（返済）申込み手続きについて」を必ずご確認ください。 

 ・申込締切 １１月２８日（金） 

 

（以下、切り取らずに提出） 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

【互助組合記入欄】 
 

貸付年月日    年  月  日  

2026 年 1 月末 元金残          円  

一部繰上額  △       円  

一部繰上後 元金残          円  

一部繰上後 償還回数          回 変更なし ・ 変更あり 

一部繰上後 月返済額（概算）          円 月返済額（ 増 ・ 減 ） 

        円 一部繰上前 月返済額          円 

一部繰上前 月返済限度額残          円 ↗ OK ・ NG 

 

互助組合 

 

受 付 印 


